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1
広報資材「花の種子」の作製
95,000部

総務課
前橋市光が丘町32-10

令和8年2月9日
株式会社東亞
群馬県高崎市下之城町179-５

1,588,400円
予定価格が250万円を超えない工事又は製
造をさせるときに該当するため。（日本赤
十字社会計規則施行細則第35条第１項）

2
ダイレクトメールの作製
数量：8,000部

総務課
前橋市光が丘町32-10

令和8年2月16日
株式会社タナカ
茨城県土浦市藤沢3495番地１

1,698,400円
予定価格が250万円を超えない工事又は製
造をさせるときに該当するため。（日本赤
十字社会計規則施行細則第35条第１項）
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